
=般社団法人愛媛県歯科衛生士会定款

第 1章 総則

(名 称 )

第 1条 本会は、一般社団法人愛媛県歯科衛生士会 とい う。

(主たる事務所の所在地 )

第 2条  本会は、主たる事務所を愛媛県松 山市 にお く。

(目 的 )

第 3条  本会は、愛媛県において、歯科衛生士の資質の向上並びに地域住民の 口腔

機能の維持増進及び歯科衛生の普及向上 を図ることにより、社会福祉の増進

に寄与す ることを 目的 とす るとともに、その 目的を達成す るため、次の事業

を行 う。

(1)歯科衛生の普及啓発に関す る事業

(2)歯科保健指導に関する事業

(3)歯科衛生士の倫理の高揚及び資質の向上に関す る事業

(4)そ の他前各号の目的を達す るために必要な事業

(公告の方法 )

第 4条  本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所 に掲示する方法による。

第 2章  会員

(本E男り)

第 5条 本会の会員は、次の 2種 とし、正会員 をもつて一般社団法人及び一般財団

法人に関す る法律 (平成 18年法律第 48号。以下 「一般社団 `財団法人法」

とい う。)上の社員 とする。

(1)正会員 歯科衛生士の資格 を有 し、本会の目的に賛同 し、入会 した者

(2)賛助会員 本会の 目的に賛同 じ、入会 した個人または団体

(入会 )

第 6条 会員 として入会 しようとす る者 は、別に定める入会申込書を本会に提出 し、

理事会の承諾を得 るもの とす る。

(会員の権利 )

第 7条 会員は、第 3条 に規定する本会の 目的達成に寄与す る研究または調査の結

果 を本会に報告 し発表することができる。

2 会員は、本会の発行す る会誌、その他の印刷物の配付 を受 けまたは購入す

ることができる。

3 会員は、本会の事業に関 し意見を述べ ることができる。



(会 員の義務 )

第 8条 正会員は、所定の入会金及び会費 を本会に支払 う義務 を負 う。

2 賛助会員は、所定の賛助会費を本会に支払 う義務 を負 う。

3 入会金、会費及び賛助会費の額並びに納入の方法については、総会で定め

る。

4 会員 は、その氏名又は住所を変更 した ときは、速やかにその旨を本会 に届

けなければならない。

(退会 )

第 9条 会員は、理事会において別に定める退会届 を提出することにより、任意に

いつで も退会す ることができる。

2 会員 は、次の各号のいずれかに該 当するときは退会 したもの とみなす。

(1)個 人の場合は死亡若 しくは失跡宣告 を受 けた とき、団体の場合は解散

した とき

(2)歯科衛生士免許が取 り消 された とき

(除名 )

第 10条 会員が次の各号のいずれかに該 当する場合 は、総会において、総正会員の

半数以上であって、総正会員の議決権の 3分 の 2以上にあたる多数 をもつて

その者 を除名す ることができる。

(1)本定款に違反 した とき

(2)本会の信用 を失墜す るような行為を した とき

2 前項の規定により会員 を除名 しようとす るときは、総会の 日か ら 1週 間

前までに当該会員 にその旨を通知 し、かつ、総会において弁明する機会 を

与えなければな らない。

(拠 出金品の不返還 )

第 11条 退会 し、又は除名 された会員が既 に納入 した入会金、会費その他の拠出金

品は、返還 しない。

第 3章 役員

(種別及び選任 )

第 12条  本会に、次の役員をお く。

(1)理事 8人以上 15人以内

(2)監事 2人
2 理事の うち、 1人 を代表理事 とす る。

3 代表理事を会長 として、理事の うち 2人 を副会長、1人 を専務理事 とす る。

4 理事及び監事は、総会において選任す る。

5 会長、副会長及び専務理事は、理事長において理事の互選により定める。

6 役員は、本会の正会員でなければな らない。

7 理事及び監事は、相互にかねることができないし



(理事の職務及び権限 )

第 13条 理事は、総会の議決 に基づいて会務を執行する。

2 会長は、本会を代表 し、会務 を統括す る。

3 副会長 は、会長を補佐 し、理事会で決めた順位 により、会長 に事故ある

とき、又は欠けたときは、その業務の執行に係 る職務 を代行す る。

4 専務理事は、理事会の旨を受 けて会務 を掌理 し、会長及び副会長共に事

故 あるとき又は共に欠けた ときは、その業務の執行に係 る職務 を代行す る。

5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に 4か月を超える間隔で 2

回以上、 自己の職務の執行の状況 を理事会に報告 しなければな らない。

(監事の職務 )

第 14条 監事は、理事の職務の執行 を監査 し、法令で定めるところにより、監査報

告 を作成す る。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対 して事業の報告を求め、本会の

業務及び財産の状況の調査をす ることができる。

(任期 )

第 15条  理事の任期は、就任後 2年以内に終了す る事業年数の うち最終のものに関

す る通常総会の終結の時まで とし、再任 をさまたげない。

2 監事の任期は、専任後 4年以内に終了す る事業年度の うち最終のものに

関す る通常総会の終結の時まで とし、再任 をさまたげない。

3 補欠 として選任 された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了す る

時まで とす る。

4 理事又は監事は、第 12条 に定める定数に足 りなくなるときは、任期の満

了又は辞任により退任 した後 も、新たに選任 された者が就任す るまで、な

お理事又は監事 としての権利業務 を有す る。

(解任 )

第 16条 役員は、総会の決議によつて解任す ることができる。ただ し、監事 を解任

す る場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3分 の 2

以上に当たる多数をもつて行わなければな らない。

2 正会員は、総正会員の 3分 の 2以上の連署をもつて、解任の理由を記載

した書面を理事会に提出 して、役員の解任 を請求す ることができる。ただ

し、役員 を解任 しようとす るときは、その旨を通知 し、総会において弁明

す る機会を与えなければな らない。

(顧 問 )

第 17条  本会に顧問若干名 をお くことができる。

2 顧間は、学識経験のある者の うち、総会の議決 を経て、会長が委嘱する。

3 顧間は、本会の重要な事項 について会長の諮問に応 じるほか、総会及び

理事会に出席 して意見を述べ ることができる。

(報酬 )

第 18条 役員の報酬は、総会において定める。



第 4章 会議

(設置 )

第 19条 本会に理事会を置 く。

(種別 )

第 20条  会議は、総会及び理事会 とし、総会は通常総会並びに臨時総会 とす る。

(構成及び権能 )

第 21条  総会は、正会員 をもって構成 し、次の事項 を決議する。

(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額

(2)会員の除名

(3)役員の選任及び解任

(4)役員の報酬の額またはその規定

(5)各 事業年度の決算報告

(6)定款の変更

(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(8) 角早青交

(9)理事会において総会に付議 した事項

(10)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法及びこの定款に

定める事項

2 理事会は、すべての理事をもつて構成 し、この定款に別に定めるものの

ほか、次の職務 を行 う。

(1)総会の 同時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)規則及び規程の制定、変更及び廃止に関す る事項

(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定

(4)理事の職務の執行の監督

(5)会長、副会長及び専務理事の選任及び解任

(開 催 )

第 22条  通常総会は、毎年 1回 、毎事業年度終了後 3か月以内に開催す る。

2 臨時総会は、次のいずれかに該 当す る場合 に開催す る。

(1)理事会が必要 と認 めた とき

(2)総正会員の議決権の 10分 の 1以上を有する正会員から、会長に対 し、

総会の 目的である事項及び招集 の理由を示 して、総会招集の請求があつ

た とき

3 理事会は、次のいずれかに該 当す る場合に開催する。

(1)会長が必要 と認めた とき

(2)会長以外の理事か ら会議 目的である事項を記載 した書面をもつて会長

に招集の要求があつた とき

(3)前号の請求があった 日か ら 5日 以内に、その請求のあつた 日か ら 2

週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない

場合において、その請求をした理事が招集 したとき



(4)監事が必要 と認めて会長 に招集 の請求があった とき

(5)前号の請求があった 日か ら 5日 以内に、その請求のあつた 日か ら 2

週間以内の 日を理事会の 日とす る理事会の招集の通知が発せ られない

場合 において、その請求をした監事が招集 した とき

(招 集 )

第 23条 総会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、理事会の決議に基づき会長

が招集す る。

2 理事会は、会長が招集す る。ただ し、前条第 3項第 3号により理事が招

集す る場合及び同項第 5号 により監事が招集す る場合 を除く。

3 会議 を招集する場合には、この定款及び法令 に別段の定めがある場合 を

除き、会議の 日の 1週 間前までに書面をもつて通知 しなければな らない。

4 前項の規定にかかわ らず、会長は、前条第 3項第 2号または第 4号 に該

当す る場合 は、その請求があった 日か ら 5日 以内に、その請求があった 日

か ら 2週 間以内の 日を理事会の 日とす る理事会の招集の通知を発 しなけれ

ばな らない。

(議長 )

第 24条 総会の議長及び副議長は、その総会において出席正会員の中か ら各 1名 ず

つ選任す る。

2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(定 足数 )

第 25条 総会 は、総正会員の議決権の過半数 を有す る正会員の出席がなければ開催

す ることができない。

2 理事会は、決議について特別の利害関係 を有す る理事を除 く理事の過半

数の出席がなければ開催することができない。

(決議の方法 )

第 26条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席正

会員の議決権の過半数をもつてこれを行 う。

2 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の

過半数 をもつて行 う。

3 前項 の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第 96条の要件を満た し

た ときは、理事会の決議があったもの とみなす。

(表決権及びその行使 )

第 27条  正会員は、総会において、おのおの 1個 の議決権を有する。

2 監事 は理事会に出席 して、質問 し意見を述べ ることができる。ただ し、表

決 に加 わることはできない。

(代 理)           |
第 28条 やむ得ない事由のため総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人

として表決することができる。 この場合、第 26条 の規定の適用 については

出席 したものとみなす。



2 提出された書類は、総会の 日か ら 3ヶ 月間事務所 に備 えおかなければな

らない。

(議事録 )

第 29条  会議の議事については、法令の定めるところによ り次の議事録 を作成 しな

ければならない。

(1)会議の 日時及び場所

(2)会員又は理事の現在数

(3)会議 に出席 した会員数並びに理事会にあっては理事の氏名 (表決委任

者 を含む。)

(4)議決事項

(5)議事の経過 の概論及び発言者の発言要 旨

(6)議事録署名人の選任に関す る事項

2 前項の議事録には、総会にあつては議長及び出席 した理事、理事会にあつ

ては出席 した理事及び監事が署名または記名押印 しなければな らない。

第 5章 基金

(基金 の拠出 )

第 30条  本会は、会員または第二者に対 し、二般社団・財団法人法第 131条 に規定

す る基金の拠出を求めることができるもの とす る。

(基金 の募集 )

第 31条  基金の募集、割 当て及び払い込等の手続きについては、理事会の決議 を経

て会長が別 に定める。

(基金 の拠出者の権利 )

第 32条  拠出された基金 は、基金拠出者 と合意 した期 日まで返還 しない。

(基金 の返還の手続 き)

第 33条  基金の返還は、返還する基金の総額について通常総会の決議 を経た後、理

事会において決定 した ところに従つて行 う。

第 6章 諮問機関及び事務局

(委員会 )

第 34条  本会は、会長の諮問に応 じて、専門的事項を調査審議 させ るため、必要に

応 じて委員会をお くことができる。

2 委員会の種類、構成、任務及び運営に関 し必要な事項は、理事会の議を

経て別に定める。

(事務局 )

第 35条  本会の事務 を処理す るため事務局を設置す る。

2 事務局には職員若干名 をお く。

3 職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関 し必要な事項は、会長が理事会の議を経て別



に定める。

第 7章 資産及び会計

(資 産の構成 )

第 36条  本会の資産は、次の とお りとす る。

(1)会 費及び入会金

(2)会 員の負担金

(3)寄附金

(4)資 産か ら生 じる収入

(5)事業に伴 う収入

(6)そ の他の収入

(資 産の管理 )

第 37条 本会の資産は、理事会の議決により定める方法に基づき、会長が管理する。

(経費の支弁 )

第 38条 本会の経費は、資産をもって支弁す る。

(剰余金の分配 )

第 39条 本会は、剰余金の分配 を行 うことができない。

(事業年度 )

第 40条 本会の事業年度は、毎年 4月 1日 に始ま り翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び収支予算 )

第 41条  本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始の前 日までに会

長が作成 し、理事会の決議 を経て直近の総会で報告する。これ を変更す る場

合 も同様 とす る。

2 前項の規定にかかわ らず、やむを得 ない理由により予算が成立 しない と

きは、会長は、総会の決議 に基づき、予算成立の 日まで前午度の予算に準

じ収入 を得または支出す ることができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立 した予算の収入支出 とみなす。

(事業報告及び決算 )

第 42条 本会の事業報告及び決算資産については、毎事業年度終了後 3か月以内に、

会長が次の書類 を作成 し、監事の監査 を受 けた上で、理事会の承認 を経て、

通常総会に提出 し、第 1号の書類についてはその内容を報告 し、第 2号及び

第 3号 の書類については承認 を得なければな らない。

(1)事業報告書

(2)貸借対照表

(3)損 益計算書 (正 味財産増減計算書 )

2 前項の規定により報告 され、または承認 を受けた書類のほか、監査報告を

主たる事務所に 5年間備 え置 くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所

に備 え置 くもの とする。
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